
≪費用・報酬の目安≫ 

☆ ここに示す費用・報酬はあくまでも一般的な手続きを想定した費用・報酬の目安です。

手続きの内容などを詳細にお聞きしませんと正確な費用・報酬を正確にお出しするこ

とはできませんので、正式なお見積もりを必要とされている方は、当事務所までお問い

合わせください。 

 

１、不動産登記（不動産の場所や数、作成する書類の内容により変わります。） 

（１）遺産相続による不動産の名義変更登記（相続登記） 

司法書士報酬 相続関係説明図 

遺産分割協議書作成 

１万５千円～（税別） 

登記報酬 ４万５千円～（税別） 

戸籍・住民票取得報酬 １通７００円（税別） 

実費 ・法務局に納める登録免許税 

・登記事項証明書 

・戸籍、改製原戸籍謄本、住民票等の発行手数料 

 

（２）売買による不動産の名義変更登記 

司法書士報酬 登記報酬 ３万５千円～（税別） 

立ち合い報酬 １万５千円～（税別） 

本人確認情報作成報酬※ ３万円   （税別） 

実費 ・法務局に納める登録免許税 

・登記事項証明書 

・郵便切手代 

※ 権利証（登記済証又は登記識別情報）を紛失されている場合に必要になります。 

 

（３）贈与による不動産の名義変更登記 

司法書士報酬 登記報酬 ３万５千円～（税別） 

贈与契約書作成報酬 １万５千円～（税別） 

本人確認情報作成報酬※ ３万円   （税別） 

実費 ・法務局に納める登録免許税 

・登記事項証明書 

・郵便切手代 

※ 権利証（登記済証又は登記識別情報）を紛失されている場合に必要になります。 

 



（４）（根）抵当権を設定する登記 

司法書士報酬 登記報酬 ３万円～（税別） 

本人確認情報作成報酬※ ３万円 （税別） 

実費 ・法務局に納める登録免許税 

・登記事項証明書 

・郵便切手代 

※ 権利証（登記済証又は登記識別情報）を紛失されている場合に必要になります。 

※ 抵当権設定契約書、金銭消費貸借契約書の作成については別途作成報酬をいただきます。 

 

（５）（根）抵当権を抹消する登記 

司法書士報酬 登記報酬 １万５千円～（税別） 

実費 ・法務局に納める登録免許税 

・登記事項証明書 

・郵便切手代 

※ 解除証書の作成については別途作成報酬をいただきます。 

 

２、商業登記 

（１）株式会社の設立登記（※設立する会社の資本金の額により変わります。） 

司法書士報酬 定款認証報酬 ３万円 （税別）※ 

設立登記報酬 ７万円～（税別） 

実費 ・法務局に納める登録免許税 

・登記事項証明書・印鑑証明書 

・郵便切手代 

※ 足利、太田、桐生以外の公証人役場での認証については、別途交通費＋日当をいただき 

  ます。（日当は、公証人役場の所在地により変わります。） 

 

（２）役員変更の登記（※作成する書類の内容により変わります。） 

司法書士報酬 ２万円～（税別） 

実費 ・法務局に納める登録免許税 

・登記事項証明書・印鑑証明書 

・郵便切手代 

 



（３）会社の本店を移転する登記 

司法書士報酬 法務局の管轄変更なし ３万５千円～（税別） 

法務局の管轄変更あり ５万円～（税別） 

実費 ・法務局に納める登録免許税 

・登記事項証明書等 

・郵便切手代 

 

（４）会社の目的や商号を変更する登記 

司法書士報酬 ３万円～（税別） 

実費 ・法務局に納める登録免許税 

・登記事項証明書 

・郵便切手代 

 

（５）会社の解散・清算人の選任・清算結了 

司法書士報酬 ８万円～（税別） 

実費 ・法務局に納める登録免許税 

・官報公告費用 

・登記事項証明書 

・郵便切手代 

 

３、成年後見・遺言書作成 

（１）法定後見申立代行 

司法書士報酬 ８万円～（税別） 

実費 ・家庭裁判所に納める収入印紙・郵便切手代 

・戸籍謄本・住民票取得費用 

・登記されていないことの証明取得費用  他 

 

 

 

 

 

 

 



（２）任意後見契約 

 

（３）公正証書遺言作成サポート 

 

（４）自筆証書遺言作成サポート 

 

４．債務整理 

（１）自己破産 

司法書士報酬 ２０万円（税別） 

実費 予納金 

印紙・郵便切手等 

 

（２）個人民事再生 

司法書士報酬 ２５万円（税別）※住宅資金特別条項を利用する場合は３０万円（税別） 

実費 印紙・郵便切手等 

 

 

 

 

 

司法書士報酬 7万円～（税別） 

実費 ・印鑑証明書 

・郵便切手代 他 

司法書士報酬 作成サポート ５万円～（税別） 

証人 １万円 （税別） 

実費 ・公証人手数料 

・戸籍謄本・住民票・印鑑証明書取得費用 他 

司法書士報酬 ６万円～（税別） 

実費 ・公証人手数料 

・戸籍謄本・住民票取得費用   他 



（３）任意整理 

司法書士報酬 着手金 １社 １万円（税別） 

成功報酬 
債務が残る場合  １社   ２万円（税別） 

過払金がある場合 返還金額の２０％（税別）※ 

実費 郵便切手代等 

※ 過払い金が１４０万円を超える場合は、書類作成援助となりますので、報酬は 

  一律２８万円となります。（訴訟移行の場合、印紙等実費は別途必要）となります。 

（４）相続放棄 

司法書士報酬 ３か月以内の放棄 １人につき ３万円 （税別） 

３か月経過後の放棄 １人につき ５万円～（税別） 

実費 印紙代・郵便切手代等 

 


